
 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 

伊豆の国市教育委員会 11 月定例会 

会議録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年伊豆の国市教育委員会 11月定例会 

 

開会年月日  令和５年 11月 27日（月） 午後３時 00分～午後３時 55分 

場   所  あやめ会館２階 会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ 10月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 1 報告第 46号 
伊豆の国市保育人材確保事業費補助金交付要綱の制定に

ついて 

日程第 2 議案第 52号 伊豆の国市青少年問題協議会委員の委嘱について 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       菊 池 之 利 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子 

            同   委 員       前 田 泰 宏 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  教育施設整備課長      室 野 弘 毅 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

  幼児教育課長        平 井 良 忠 

  学校教育課統括監      内 田 繁 樹 

  学校教育課教育支援監    濵 田 晃 治 

 

 会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 



 

 

教育総務係長        土 屋 尚 子 

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

 

 



 

 

■学校教育課長 

  皆さま、こんにちは。本日は、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

開会に先立ちまして、菊池教育長より、皆さまにごあいさつ申し上げます。 

■菊池教育長 

＜略＞ 

■菊池教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会 11月定例会を開催いたします。本日の会議録に署

名する委員は、小池委員と前田委員にお願いいたします。 

■学校教育課長 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日 11 月 27 日、１日のみということで処理をしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし） 

■学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 

次に、先月行いました教育委員会 10月定例会開催分の会議録の報告と承認の件に入り

ます。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、署名等

の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認されたという

ことで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■菊池教育長 

＜略＞ 

■学校教育課長 

この後、議事に入りますが、ここからの進行は、菊池教育長にお願いいたします。 

■菊池教育長 

  それでは、本日の議事日程に入ります。 



 

 

  日程第 1 報告第 46号「伊豆の国市保育人材確保事業費補助金交付要綱の制定につ

いて」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

報告第 46号「伊豆の国市保育人材確保事業費補助金交付要綱の制定について」報告

いたします。 

資料１ページをご覧ください。伊豆の国市保育人材確保事業費補助金交付要綱の概

要です。 

制定の趣旨ですが、市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所に対し、保育

補助や周辺業務を支援する者を雇用することに対して、補助金を交付することで、保

育士の負担軽減や環境改善を図ることを目的とします。 

２の補助対象ですが、市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所となります。 

３の補助額等ですが、事業は「保育体制強化事業」と「保育補助者雇上強化事業」

の２つになります。それぞれの事業の違いは、雇用する者の要件や業務内容により、

事業を分けております。 

保育体制強化事業の（1）保育支援者は、保育資格がなく、こどもの保育業務ではな

く、主に給食の配膳や室内の片付けなどの周辺業務を主とした方となります。園に配

置した場合に補助対象となります。（2）、（3）は同じく、保育資格のない方をスポット

的に見守り等の人員として配置する場合の補助となります。 

保育補助者雇上強化事業の保育補助者は、保育資格はありませんが園で実施する保

育研修を 40 時間受講又は県の子育て支援研修受講者を雇用した場合に対する補助で、

こちらは保育士の同席が条件となりますが、直接、保育業務に関わる業務をすること

が可能です。 

表に示したそれぞれの補助基準額は上限で、実績額と補助基準額を比較し、低い金

額を補助いたします。この補助金は、国庫補助の「保育対策総合支援事業補助金」を

活用しており、補助率は国 3/4、市 1/4 です。この要綱は令和５年度から適用いたし

ます。説明は以上です。 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

宜しいでしょうか。 

■菊池教育長 

  続きまして、日程第２ 議案第 52号「伊豆の国市青少年問題協議会委員の委嘱につ

いて」の説明をお願いします。 



 

 

■山本生涯学習課長 

議案第 52号 伊豆の国市青少年問題協議会委員の委嘱について説明いたします。 

資料３ページをご覧ください。設置条例になります。 

伊豆の国市青少年問題協議会は地方青少年問題協議会法第１条の規定に基づき設置

するものです。 

資料１ページをご覧ください。今回の委嘱については、前任の民生児童委員であっ

た、中村裕子様の死去に伴い、後任で民生児童委員の職に就かれている望月満美様を

青少年問題協議会委員として委嘱するものです。委嘱期間は令和５年 11 月 27 日から

属する職の任期までとなります。説明は以上です 

■菊池教育長 

  説明が終わりました。何かご質問等はございますか。 

宜しいでしょうか。 

■菊池教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第 52号「伊豆の国市青少年問題協議

会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■菊池教育長 

  議案第 52号「伊豆の国市青少年問題協議会委員の委嘱について」は、承認されまし

た。 

  これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

  ここで、11月定例会を閉会といたします。 

   

 

令和５年 12月  日 

 

         署名委員               ○印 

 

 

署名委員               ○印 


